
〈
広
告
〉

　

生
活
排
水
に
よ
る
河
川
・
水
路

な
ど
の
公
共
水
域
の
水
質
汚
濁
を

防
止
し
、
生
活
環
境
の
保
全
を
図

る
た
め
、
下
水
道
整
備
区
域
以
外

（
下
水
道
整
備
区
域
内
に
あ
っ
て

は
当
分
の
間
整
備
が
見
込
ま
れ
な

い
場
合
）
の
方
が
ト
イ
レ
の
汚
水

だ
け
で
な
く
、
台
所
や
お
風
呂
な

ど
の
雑
排
水
も
処
理
で
き
る
合
併

処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場
合
の

補
助
金
交
付
希
望
者
を
募
集
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
お

早
め
に
申
し
込
み
し
て
く
だ
さ

い
。

【
募
集
予
定
数
】
5
基

【
募
集
期
間
】
随
時　
　

※
予
定
数
に
達
し
た
時
点
で
受
付

　

を
終
了
し
ま
す
。

【
補
助
金
額
】　
　

・
5
人
槽　

70

万
円
ま
で

・
7
人
槽　

90

万
円
ま
で

・
10

人
槽
以
上

　
　

1
3
0
万
円
ま
で

【
問
い
合
わ
せ
先
】　

　

環
境
水
道
課
下
水
道
係

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
２
０
２
０

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

補
助
金
に
つ
い
て

【
給
付
対
象
者
】

　

対
象
者
等
に
つ
い
て
は
、
広
報

8
月
号
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
限
】

　

10

月
18

日
（
火
）　

※
郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
社
会
係　

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
2

「
住
民
税
非
課
税
世
帯

等
に
対
す
る
臨
時
特
別

給
付
金
」（
令
和
4
年
度

分
）の
申
請
期
限
が
迫
っ

て
い
ま
す

　

夕
方
か
ら
夜
間
は
、
歩
行
者
や

自
転
車
が
周
囲
か
ら
見
え
に
く

く
、
事
故
に
あ
う
危
険
性
が
高
く

な
り
ま
す
。

　

交
通
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
に
は
、
反
射
材
や
Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
の
活
用
が
効
果
的
で

す
。
反
射
材
は
車
の
ラ
イ
ト
に
反

射
し
て
自
身
の
存
在
を
ド
ラ
イ

バ
ー
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

左
記
の
配
布
場
所
に
て
無
料
で

夜
光
反
射
材
を
配
布
し
て
い
ま

す
。
健
康
維
持
の
た
め
の
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
時
や
部
活
帰
り
、
仕
事
終

わ
り
の
帰
宅
時
な
ど
に
ご
活
用
い

た
だ
き
、
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

【
配
布
場
所
】

・
総
務
課

・
熊
石
総
合
支
所

・
落
部
支
所

※
タ
ス
キ
型
、
う
で
輪
型
等
、
数

種
類
ご
用
意
し
て
い
ま
す
が
、

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

無
く
な
り
次
第
、
無
料
配
布
は

終
了
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】　

　

総
務
課
庶
務
交
通
係

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
1

　

1
年
以
内
に
運
転
免
許
証
を
自

主
返
納
、
失
効
さ
れ
た
方
を
対
象

に
、
ハ
イ
ヤ
ー
助
成
券
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

　

返
納
・
失
効
か
ら
1
年
以
上
経

過
す
る
と
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
助
成
券
は
、
1
年

度
に
つ
き
、
1
万
円
分
を
交
付

し
、
最
大
で
3
年
間
交
付
し
ま

す
。
（
初
年
度
の
み
申
請
時
期
に

よ
っ
て
、
金
額
に
変
動
が
あ
り
ま

す
。
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】　

　

総
務
課
庶
務
交
通
係

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
1

　

上
下
水
道
料
金
、
学
校
給
食

費
、
保
育
所
利
用
者
負
担
金
お
よ

び
町
営
住
宅
家
賃
と
い
っ
た
町
に

支
払
う
べ
き
料
金
な
ど
を
滞
納
し

て
い
る
場
合
は
、
督
促
状
や
催
告

書
に
よ
り
滞
納
を
解
消
し
て
も
ら

う
よ
う
収
納
対
策
を
進
め
て
い
ま

す
が
、
自
主
的
に
納
付
し
な
か
っ

た
り
、
納
付
誓
約
を
守
ら
な
い
滞

納
者
が
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。

　

財
源
の
確
保
・
公
平
性
の
確
保

の
観
点
か
ら
、
滞
納
者
に
対
し
て

は
、
給
与
な
ど
の
財
産
差
し
押
さ

え
や
町
営
住
宅
明
渡
し
請
求
、
給

水
停
止
な
ど
を
強
く
進
め
て
い
ま

す
。

　

催
告
書
な
ど
が
届
く
前
に
、
速

や
か
に
滞
納
の
解
消
に
努
め
て
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

財
務
課
収
納
推
進
係　

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
4

滞
納
処
分
な
ど
を
強
化

し
て
い
ま
す

夜
光
反
射
材
を

無
料
配
布
し
て
い
ま
す

自
動
車
運
転
免
許
証
を

自
主
的
に
返
納
等
し
た

方
へ
ハ
イ
ヤ
ー
助
成
券

を
交
付
し
ま
す
！
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